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第 ５ 回 第 １ 農 地 部 会 議 事 録 

 

日      時  令和７年５月１６日（金）午前１０時００分 

 

場      所  津市上下水道庁舎 ２階 大会議室 

 

出 席 部 会 委 員   1岡安 俊也 ・ 2川邊 千秋・ 3北澤 奈帆美・ 4田村 明 

           5前川 洋子 ・ 8喜多 義幸・ 9木下 伸裕 ・10小粥 文夫 

          11清水 喜代己・12藤田 直樹・13丸山 耕一 ・19太田 義政 

          21坂野 大徹 ・23水谷 隆 

以上１４名 

 

欠 席 委 員  

 

出席部会員外委員  

 

議      長  第１農地部会長 太田 義政 

 

事 務 局 職 員  辻岡事務局長・加賀次長・和田主査 

 

総 合 支 所  河芸 ：本郷担当副主幹 芸濃：柴田担当副主幹 

          美里 ：服部担当主幹  安濃：江副担当副主幹 

          香良洲：柴山担当副主幹 

 

議 事 録 署 名 者   3北澤 奈帆美・ 5前川 洋子 

 

事      項 

 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 報告第２号 農地法第３条の３の規定による届出について 

 報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について 

 報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による受理取消願について（所有権移転） 

 報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権） 

 報告第６号 農地所有適格法人の定期報告について 

 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転） 

 議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

 議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可取消願について（所有権移転） 

 議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移転） 

 議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃貸借権） 

 議案第６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（地上権） 

 議案第７号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第３項の規定による意見書の 

       提出について（賃貸借権、使用貸借）＜別冊＞ 
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議   事   の   大   要 

 

議  長   第５回第１農地部会を開催させていただきます。 

       本日の欠席はございません。したがいまして、出席委員は１４名でございま

す。 

       本日の議事録署名者を私のほうから指名させていただきます。３番 北澤 

      奈帆美委員、５番 前川 洋子委員、よろしくお願いいたします。 

       それでは初めに、会長専決等の報告事項に入ります。 

       事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   それでは、議案書の１ページをお願いいたします。            

       報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、でございま 

す。  

番号１から５で、件数は５件、合計面積は６，１４７．００㎡で、すべて田 

でございます。 

これらにつきましては、農地の賃貸借を、貸人、借人、双方の合意により解 

約したものであります。 

 

２ページから１０ページをお願いいたします。              

報告第２号 農地法第３条の３の規定による届出について、でございます。 

番号１から１８で、件数は１８件、合計面積は７７,２５７．８２㎡で、その 

      内訳は田が５９，０９７．００㎡、畑が１８,１６０．８２㎡でございます。こ 

      れらにつきましては、相続の届出でございます。              

       なお、現況地目が農地以外になっているところは、無断転用の可能性があり 

ますので、届出人に対して指導しております。 

 

１１ページをお願いします。 

報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について、でござ 

います。 

番号１、番号２ 一般個人住宅用地 

番号３ 自家用給油所・駐車場用地 

以上、件数は３件、合計面積は１,９２９．１９㎡で、その内訳は田が１，５ 

１４．００㎡、畑が４１４．００㎡、その他が１．１９㎡でございます。 

 

１２ページをお願いします。 

       報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による受理取消願について 

      （所有権移転）、でございます。 

番号１ 駐車場用地 

番号２ 集合住宅 

以上、件数は２件、合計面積は１,４１３.００㎡で、すべて畑でございます。 

 

１３ページをお願いします。 

報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権 
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移転）、でございます。  

番号１ 一戸建て専用住宅 

番号２ 進入路 

番号３ 宅地（住宅敷地） 

番号４ 駐車場用地 

番号５ 山林 

番号６ 宅地造成 

以上、件数は６件、合計面積は１,９９０．００㎡で、その内訳は田が８４６． 

００㎡、畑が１，１４４．００㎡でございます。 

 

１４ページをお願いします。 

報告第６号 農地所有適格法人の定期報告について、でございます。    

       番号１     、主たる耕作物 ブルーベリー、耕作面積 田で０．１７

ha、合計０．１７ha。                     

       番号２ 、    、主たる耕作物 米・麦・大豆、耕作面積 田で１０１．

７０ha、畑で１．４０ha、合計１０３．１０ha。    

       番号３     、主たる耕作物 米・根菜類、 耕作面積 田で０．５ha、

畑で０．６ha、合計１．１０ha。 

       番号４     、主たる耕作物 水稲・小麦・大豆、耕作面積 田で９５．

５ha、合計９５．５ha。 

以上、件数は４件で、法人形態要件、事業要件、議決権要件、役員要件のす 

      べてを満たしております。 

報告案件は以上です。 

 

議  長   それでは、議案事項に入ります。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）、 

      事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １５ページをお願いいたします。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）で 

      ございます。 

       番号１、地区 雲出、申請地 雲出長常町上段々    、登記地目・現況

地目とも畑、面積  ４７２㎡  外４筆、合計面積 １，６８２㎡、受

人     、面積 ０㎡、渡人     。 

       譲受理由は新規営農のため、譲渡理由は管理困難のためです。 

 

       番号２、地区 安東、申請地 北河路町山角    、登記地目・現況地目

とも田、面積 ３，１１３㎡、受人     、面積 ０㎡、渡人     。 

       譲受理由は新規営農のため、譲渡理由は相手方の要望のためです。 

 

       番号３、地区 上野、申請地 河芸町久知野橋爪    、登記地目・現況

地目とも畑、面積 １６５㎡ 外１筆、合計面積 １９２㎡、受人     、

面積 ０㎡、渡人     。 

       譲受理由は新規営農のため、譲渡理由は高齢化による労力不足のためです。 
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       番号４、地区 村主、申請地 安濃町浄土寺コメガイ    、登記地目・

現況地目とも畑、面積 ６０㎡、受人     、面積 １３，５１６㎡、渡

人     。 

       譲受理由は営農拡大のため、譲渡理由は相手方の要望のためです。 

 

       番号５、地区 村主、申請地 安濃町川西藤ヶ森    、登記地目 田、

現況地目 畑、面積 ５２２㎡、受人     、面積 ６０，７３０㎡、渡

人     。 

       譲受理由は営農拡大のため、譲渡理由は相手方の要望のためです。 

 

       以上、件数は５件、合計面積は５，５６９㎡で、このうち田が３，６６２㎡、

畑が１，９０７㎡でございます。 

       いずれの案件につきましても、全部効率利用要件、農作業常時従事要件、地

域との調和要件など、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件

の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   説明が終わりましたので、地元委員の意見を伺います。 

       番号１、地区 雲出、お願いします。 

 

北澤委員   ３番、北澤です。事務局の説明どおりで特に問題はありません。 

 

議  長   番号２、地区 安東、お願いします。 

 

川邊委員   ２番、川邊でございます。５月８日に地元推進委員とともに確認いたしまし 

      た。問題ございません。よろしくお願いします。 

 

議  長   番号３、地区 上野、お願いします。 

 

喜多委員   ８番、喜多です。問題ありませんのでよろしくお願いします。 

 

議  長   番号４、番号５、地区 村主、お願いします。 

 

丸山委員   １３番、丸山です。現地確認の結果、特に問題ありませんでした。 

 

議  長   番号１から番号５について、地元委員さんから異議なしということでござい 

      ました。皆さん、いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは、異議なしと認め、議案第１号について許可をすることに決定をい

たします。 

       次に、議案第４号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について、事

務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １６ページをお願いいたします。 

       議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請についてでございま
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す。 

       番号１、地区 雲出、申請地 雲出島貫町南藤本    、登記地目・現況

地目とも田、面積 ２，９９３㎡のうち４２３．２８㎡、申請者     。 

       これにつきましては、申請地を農業用施設用地とするものです。 

       農地区分は、農用地区域内農業用施設用地と判断されます。 

 

       番号２、地区 安東、申請地 渋見町市場    、登記地目 田、現況地

目 宅地、面積 ２０５㎡、申請者     。 

       これにつきましては、申請地を物置兼車庫用地とするものです。令和２年１

月頃から土間コンクリートに転用していた旨の始末書の提出がありますことか

ら、これを追認しようとするものです。 

       農地区分は第１種農地で、不許可の例外（集落接続の農家住宅）に該当する

ものと判断されます。 

 

       番号３、地区 明、申請地 芸濃町林北浦    、登記地目 畑、現況地

目 宅地、面積 ３２２㎡、申請者     。 

       これにつきましては、申請地を一般個人住宅用地とするものです。昭和６０

年頃から住宅の一部として利用していた旨の始末書の提出がありますことか

ら、これを追認しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号４、地区 村主、申請地 安濃町川西藤ヶ森    、登記地目 畑、

現況地目 宅地、面積 ３５７㎡、申請者     。 

       これにつきましては、申請地を農業用倉庫用地とするものです。昭和５５年

頃に農業用倉庫を建築し利用していた旨の始末書の提出がありますことから、

これを追認しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       以上、件数は４件、面積は１，３０７．２８㎡で、このうち田が６２８．２

８㎡で、畑が６７９㎡でございます。 

       いずれの案件につきましても、農地法第４条第６項各号には該当しないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりましたので、地元委員の意見を伺います。 

       番号１、地区 雲出、お願いします。 

 

北澤委員   ３番、北澤です。現地確認しましたが、特に問題ありません。 

 

議  長   番号２、地区 安東、お願いします。 

 

川邊委員   ２番、川邊でございます。５月８日に推進委員全員と確認いたしました。問 

      題ございませんでした。よろしくお願いします。 

 

議  長   番号３、地区 明、お願いします。 

 

小粥委員   １０番、小粥でございます。５月８日に現地確認して問題ありません。よろ
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しくお願いします。 

 

議  長   番号４、地区 村主、お願いします。 

 

丸山委員   １３番、丸山です。現地確認の結果、特に問題ありませんでした。 

 

議  長   番号１から番号４について、地元委員さんから異議のない旨の発言でござい

ました。皆さん、いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは、異議なしと認め、議案第２号について許可をすることに決定をい

たします。 

       次に、議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可取消願について（所

有権移転）、事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １７ページをお願いいたします。 

       議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可取消願について（所有権

移転）、でございます。 

       番号１、地区 櫛形、申請地 小舟八幡田    、登記地目・現況地目と

も畑、面積 ３０７㎡ 外２筆、合計面積 １，０６５㎡、受人     、

渡人      外２名。 

       この案件につきましては、令和６年１２月１６日付にて許可を受けましたが、

事業計画の取りやめのため、許可の取消願が提出されております。 

 

       以上、件数は１件、合計面積は１，０６５㎡で、全て畑でございます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   説明が終わりましたので、地元委員の意見を伺います。 

       番号１、地区 櫛形、お願いします。 

 

前川委員   ５番、前川です。事務局の説明どおり特に問題ありませんので、よろしくお 

      願いします。 

 

議  長   番号１について、地元委員さんから異議なしということでございました。皆

さん、いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは、異議なしと認め、議案第３号について承認することに決定をいた

します。 

       次に、議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所

有権移転）、事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １８ページをお願いいたします。 

       議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移

転）、でございます。 



 7 

       番号１、地区 高茶屋、申請地 城山三丁目    、登記地目・現況地目

とも田、面積 １，１０７㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は３７１．９８㎡、パネル設置率は３３．６％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号２、地区 高茶屋、申請地 高茶屋小森町北端    、登記地目・現

況地目とも田、面積 ９２６㎡ 外３筆、合計面積 ３，７５５㎡、受

人     、渡人      外２名。 

       これにつきましては、申請地を資材置場用地とするものです。 

       許可証の交付につきましては、開発指導要綱との同時許可となります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号３、地区 安東、申請地 北河路町垣内    、登記地目 畑、現況

地目 雑種地、面積 ５３３㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を駐車場及び農業用資材置場用地とするもので

す。令和５年１月頃から駐車場及び資材置場として利用していた旨の始末書の

提出がありますことから、これを追認しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号４、地区 一身田、申請地 一身田町三ノ坪    、登記地目・現況

地目とも田、面積 ７９６㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は３８１．６㎡、パネル設置率は４７．９％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号５、地区 上野、申請地 河芸町西千里西浦    、登記地目・現況

地目とも田、面積 ９８８㎡  外４筆、合計面積 ２，２８５㎡、受

人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は１，９５０．３５㎡、パネル設置率は６６．５％になりま

す。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       １９ページをお願いいたします。 

       番号６、地区 上野、申請地 河芸町西千里西浦    、登記地目・現況

地目とも田、面積 ８０８㎡  外１筆、合計面積 １，５５８㎡、受

人     、渡人      外１名。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は４８６．２１㎡、パネル設置率は３０．５４％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号７、地区 黒田、申請地 河芸町南黒田岡崎    、登記地目・現況

地目とも畑、面積 ４０３㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を資材置場用地としようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 
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       番号８、地区 雲林院、申請地 芸濃町雲林院北川原    、登記地目・

現況地目とも田、面積 ４８９㎡ 外１筆、合計面積  ８５５㎡、受

人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は３８２．２９㎡、パネル設置率は４４．７％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号９、地区 明、申請地 芸濃町林切畑    、登記地目・現況地目と

も畑、面積 １，２１９㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は４９５．９８㎡、パネル設置率は４０．７％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号１０、地区 明、申請地 芸濃町林切畑    、登記地目・現況地目

とも畑、面積 ７２３㎡ 外１筆、合計面積 １，３０５㎡、受人     、

渡人      外１名。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は４９５．９８㎡、パネル設置率は３８％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       ２０ページをお願いいたします。 

       番号１１、地区 明、申請地 芸濃町忍田興    、登記地目・現況地目

とも畑、面積 １２８㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を駐車場用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号１２、地区 明、申請地 芸濃町忍田興    、登記地目・現況地目

とも畑、面積 ８０㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を庭・ドッグラン用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号１３、地区 椋本、申請地 芸濃町椋本中野    、登記地目・現況

地目とも畑、面積 ６６㎡ 外１筆、合計面積 ９０２㎡、受人     、

渡人     。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は３４５．７２㎡、パネル設置率は３８．３％になります。 

       農地区分は、第３種農地と判断されます。 

 

       番号１４、地区 椋本、申請地 芸濃町椋本巾    、登記地目・現況地

目とも畑、面積 １１５㎡ 外２筆、合計面積 ９８０㎡、受人     、

渡人      外１名。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は３７１．９８㎡、パネル設置率は３８％になります。 

       農地区分は、第３種農地と判断されます。 

 

       番号１５、地区 椋本、申請地 芸濃町椋本大笹    、登記地目・現況
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地目とも田、面積 １，７３２㎡ 外９筆、合計面積 ３，６８１．６１㎡、

受人     、渡人      外３名。 

       これにつきましては、申請地を倉庫・事務所・駐車場用地とするものです。 

       許可証の交付につきましては、都市計画法第２９条との同時許可となります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       ２１ページをお願いいたします。 

       番号１６、地区 辰水、申請地 美里町家所南之内    、登記地目 畑、

現況地目 宅地、面積 ８６㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を倉庫用地とするものです。平成１２年頃から

倉庫用地として利用していた旨の経過書の提出がありますことから、これを追

認しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号１７、地区 明合、申請地 安濃町東観音寺北浦    、登記地目・

現況地目とも田、面積 ４２８㎡ 外１筆、合計面積 ８１５㎡、受人    

        外１名、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を建て売り住宅用地とするものです。 

       許可証の交付につきましては、開発指導要綱との同時許可となります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       以上、件数は１７件、合計面積は２０，４８８．６１㎡で、このうち田が１

４，７６０．６１㎡で、畑が５，７２８㎡でございます。 

       いずれの案件につきましても、農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局説明が終わりましたので、地元委員の意見を伺います。 

       番号１、番号２、地区 高茶屋、お願いします。 

 

北澤委員   ３番、北澤です。現地確認に行きましたが、特に問題ありません。 

 

議  長   番号３、地区 安東、お願いします。 

 

川邊委員   ２番、川邊でございます。５月８日に現地確認をいたしました。問題はござ

いません。よろしくお願いいたします。 

 

議  長   番号４、地区 一身田、お願いします。 

 

田村委員   ４番、田村です。５月８日に、地元推進委員と現地確認を行いました。事務

局の説明どおりで問題ありませんでしたので、よろしくお願いします。 

 

議  長   番号５と６、地区 上野、続いて番号７、地区 黒田、お願いします。 

 

喜多委員   ８番、喜多です。全て、事務局の説明のとおり何ら問題ございません。よろ

しくお願いします。 
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議  長   番号８、地区 雲林院、お願いします。 

 

木下委員   ９番、木下です。現地確認の結果、問題ありません。よろしくお願いします。 

 

議  長   番号９から番号１２、地区 明、番号１３から番号１５まで、地区 椋本 お

願いします。 

 

小粥委員   １０番、小粥でございます。いずれの案件につきましても、現地確認して問

題ありませんので、よろしくお願いします。 

 

議  長   番号１６、地区 辰水、お願いします。 

 

清水委員   １１番、清水です。５月８日に現地確認をさせていただきまして、何ら問題

ございませんので、よろしくお願いいたします。 

 

議  長   番号１７、地区 明合、お願いします。 

 

藤田委員   １２番、藤田です。特に問題ないと思います。よろしくお願いします。 

 

議  長   番号１から番号１７まで、地元委員さんから異議なしということでございま

した。皆さん、いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは、異議なしと認め、議案第４号について許可をすることに決定をい

たします。 

       次に、議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃

貸借権）、事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   ２２ページをお願いいたします。 

       議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃貸借

権）、でございます。 

       番号１、地区 栗真、申請地 栗真中山町西浦    、登記地目・現況地

目とも田、面積 ６２３㎡のうち１７０㎡ 外１筆、合計面積 ２００㎡、借

人     、貸人     。 

       これにつきましては、申請地を１か月間、仮設現場事務所用地に一時転用す

るものです。令和６年１０月１９日に許可済みの案件であり、転用期間を１か

月延長したい旨の経緯書の提出がありますことから、これを追認しようとする

ものです。 

       農地区分は、農用地区域と判断されます。 

 

       以上、件数は１件で、合計面積は２００㎡で、全て田でございます。 

       この案件につきましても、農地法第５条第２項各号には該当しないため、許

可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   説明が終わりましたので、地元委員の意見を伺います。 
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       番号１、地区 栗真、お願いします。 

 

坂野委員   ２１番、坂野です。ここは、昨年度から引き続き転用するということで、一

時転用ですけれども、問題ありませんので、よろしくお願いします。 

 

議  長   番号１について、地元委員さんから異議なしということでございました。皆

さん、いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは、異議なしと認め、議案第５号について許可をすることに決定をい

たします。 

       次に、議案第６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（地

上権）、事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   ２３ページをお願いいたします。 

       議案第６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（地上権）、

でございます。 

       番号１、地区 黒田、申請地 河芸町北黒田絞り    、登記地目・現況

地目とも畑、面積 ４１４㎡ 外１筆、合計面積 １，０２６㎡、地上権

者     、地上権設定者     。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は６７９．６㎡、パネル設置率は６６％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       以上、件数は１件、合計面積は１，０２６㎡で、このうち田が６１２㎡で、

畑が４１４㎡でございます。 

       この案件につきましても、農地法第５条第２項各号には該当しないため、許

可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりましたので、地元委員の意見を伺います。 

       番号１、地区 黒田、お願いします。 

 

喜多委員   ８番、喜多です。この案件も何ら問題ございませんので、よろしくお願いい

たします。 

 

議  長   番号１について、地元委員さんから異議のない旨の発言がありました。皆さ

ん、いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは、異議なしと認め、議案第６号について許可をすることに決定をい

たします。 

       次に議案第７号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第３項の規

定による意見書の提出について（賃貸借権、使用貸借）、事務局の説明をお願

いします。 
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事 務 局   議案第７号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第３項の規定に

よる意見書の提出について（賃貸借権、使用貸借）、でございます。 

       ２４ページをお願いいたします。 

       件数は４４件、合計面積は３８１，２１１㎡で、このうち田が３５９，５３

９㎡で、畑が２１，６７２㎡でございます。 

       意見の提出につきましては、農地中間管理機構は促進計画の対象となる農地

であるときは、農業委員会、市町村へ意見を聴取することとなっています。農

業委員会は賃借権等の設定を受ける者が農地中間管理事業の推進に関する法律

第１８条第５項第２号及び３号に規定する全部効率利用要件、農作業常時従事

条件、農地所有適格法人であるかなどの要件を満たしているかを確認し、意見

書を提出します。 

       また、市は促進計画の内容が地域計画の達成に資するものとなっているかを

確認し、意見書を提出します。 

       今回提出させていただきました促進計画につきましては、農地中間管理事業

の推進に関する法律第１８条第５項第２号及び３号に規定する要件を満たして

いると考えます。 

       また、今回の促進計画のうち、農業委員会等に関する法律第３１条の議事参

与の制限に該当します案件がございますので、ご審議いただくに当たりまして、

ご配慮いただきますようよろしくお願いいたします。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   説明は終わりました。 

       今回の案件のうち、始めに、農業委員会等に関する法律第３１条の議事参与

の制限に該当する案件について、ご審議をお願いいたします。 

       整理番号３についてです。 

           委員、一時退室をお願いいたします。               

      

       ＜ 退  室 ＞ 

 

議  長   この件について、いかがでしょうか。 

       整理番号３ 該当Ｐ１ 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございました。 

       入室をお願いします。 

        

       ＜ 入  室 ＞ 

 

議  長   つづいて、整理番号４１番についてです。 

           委員、一時退室をお願いいたします。 

     

       ＜ 退  室 ＞ 

 

議  長   この件についていかがでしょうか。 

       整理番号４１ 該当Ｐ１９ 
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部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございました。 

       入室してください。 

    

       ＜ 入  室 ＞ 

 

議  長   それでは、議事参与の制限に該当しない案件につきまして、ご審議をお願い

いたします。いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。 

       それでは、この案件につきましては適正であると認め、農地中間管理機構に

意見書として提出することといたします。 

       以上で、本部会に付議されました議案の審議は全て終了いたしました。 

       これをもちまして、第５回第１農地部会を終了させていただきます。 

 

                                午前１０時４５分 

 

  令和７年５月１６日 

 

 

                     議事録署名者              

 

 

                     議事録署名者              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


